
　　下記のとおり一般競争を行います。

　１．調達件名
令和５～９事業年度における会計監査人候補者の選定

　２．調達内容
　独立行政法人勤労者退職金共済機構は、独立行政法人通則法第３９条の規定により、会計監査人の監査を受けなければ
ならないこととされている。
　会計監査人の選任は厚生労働大臣が行うが、その選任に当たっては、当機構が候補者を選定し、候補者名簿を厚生
労働大臣へ提出するため、名簿に記載する者を選定するもの。
　今回の候補者選定は令和５～９事業年度の複数年とする。

　３．契約期間
　独立行政法人通則法第４０条に定める主務大臣からの選任があった日以降から同法第４２条で定める日。
　令和５～９事業年度までの複数年に係る候補者の選定となるが、毎年度大臣の選任を受けることから単年度契約
となる。

  ４．令和６事業年度以降について

　５．入札参加者の資格
　独立行政法人通則法第４１条に規定する資格を有する者であること。

　６．入札参加申込み
　入札に参加を希望する者は、仕様書等の配布期間に仕様書等を受領しなければ入札参加することができないものとする。

　７．仕様書等の配布期間及び場所
（１）日　　時　　 令和５年７月２８日（金)から令和５年８月１７日（木）まで毎日９時から１７時まで
　　　　　　　　　 ただし、各日１２時から１３時まで、及び土日祝日を除く。
（２）場　　所　　 独立行政法人勤労者退職金共済機構　総務部会計第二課

（１）日　　時　　 令和５年８月２８日（月）１７時００分まで
（２）提 出 先　　 独立行政法人勤労者退職金共済機構　総務部会計第二課

（１）日　　時　　 令和５年９月１２日（火）１０時００分　
（２）場　　所　　 独立行政法人勤労者退職金共済機構　９階会議室C

１０．入札保証金及び契約保証金
　全額免除する。

１１．公正な入札の確保
　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行っ
てはならない。

１２．入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

　　　（１）入札に参加する資格がない者のした入札。
　　　（２）入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの。
　　　（３）同一事項の入札について、２通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの、又はその後
　　　　　発のもの。
　　　（４）他の入札参加者の代理人を兼ねた者の入札又は２者以上の入札参加者の代理をした者の入札。
　　　（５）入札書の金額を訂正し、又は改ざんしたもの。
　　　（６）一定の金額で価格を表示していないもの。
　　　（７）同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの。
　　　（８）前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの。

　総合評価落札方式にて行う。
　予定価格の制限の範囲内での入札価格を提示し、入札説明書及び仕様書で指定する要件のうち、必須とした項目につい
ての基準を全て満たしている提案をした入札者の中から、企画評価と価格による評価の合計得点が最も高い者を落札者
とする。

１４．契約書の作成
　契約締結に当たっては、契約書を令和５～９事業年度の毎年作成するものとする。

入　札　公　告

記

　８．企画書等及び入札書の提出期限等

　９．競争入札執行の日時及び場所

１３．落札者の決定方法

  令和６事業年度以降については、毎年度、大臣の選任を求めるに当たり、候補者より監査計画書を提出いた

だき、その内容を確認し、適切であると認められる場合に限り引き続き大臣の選任を求めることとする。な

お、選定を受けた者が行政処分を受けた場合や社会情勢の変化等により適切な監査業務を遂行することが困難

であると認められた場合、その他審査の結果不適当と認められる場合には、選定を見直すこととする。

  契約金額については令和５事業年度の契約金額を令和６事業年度以降も適用する。ただし、当機構からの要

請により監査計画を変更するなど監査費用に多大な影響を及ぼす事情が生じた場合に限り、当該年度の監査計

画書に詳細な理由を付して契約金額を変更することができるものとする。



１５．契約に係る情報の公表について
　　　　独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決
　　　定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人と
　　　の間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
　　　　これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、
　　　所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解
　　　と御協力をお願いいたします。
　　　　なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願い
　　　ます。
　　　（１）公表の対象となる契約先
　　　　　　次のいずれにも該当する契約先
　　　　　　①　当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者
　　　　　　　　（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること
　　　　　　②　当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること
　　　　　　※　予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
　　　（２）公表する情報
　　　　　　上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等
　　　　　と併せ、次に掲げる情報を公表します。
　　　　　　①　当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構における最終職名
　　　　　　②　当機構との間の取引高
　　　　　　③　総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
　　　　　　　　３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上
　　　　　　④　一者応札又は一者応募である場合はその旨
　　　（３）当方に提供していただく情報
　　　　　　①　契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における最終職名等）
　　　　　　②　直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
　　　（４）公表日
　　　　　　契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内

１６．本件に関する問い合わせ先
　　　　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　　総務部　会計第二課　予算用度係　TEL:03-6731-2823
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般の中小企業退職金共済事業等勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業退職金共済事業等勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清酒製造業退職金共済事業等勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林業退職金共済事業等勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務経理契約担当役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　事　　小　林　　洋　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財形勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雇用促進融資勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　事　　小　林　　洋　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都豊島区東池袋１丁目２４番１号


